
施工管理業務の中期計画について

2025年1月



目 的

公表に関する取組み

 既契約も含めた中長期的な施工管理業務の規模感等を示すことにより、競争参加者の
参加意欲促進を図る

 建設コンサルタンツ協会との意見交換会においても、長期的な展望や規模感などの公表
要望あり

 施工管理業務は、すべての競争契約案件を公表対象
 公表頻度は、2回／年 ⇒ 4回／年 に変更

（平成28年2月～）

① 見通し公表の充実に
ついて

 既契約業務、新規発注業務も含め、複数年度（2027年度まで）の業務
規模を公表

 長期的な業務計画を立て易くなることや、新規案件への競争参加に向
けた検討が可能

(平成30年2月～)

② 中長期的な業務規
模の公表

施工管理業務の中期計画について



新規発注業務 （関東1件）

新規に発注する予定の施工管理業務【関東地区】

新規発注（令和8年度） 令和7年1月現在

横浜工事事務所管内施工管理業務



既契約業務、新規発注業務も含めた中長期的な施工管理業務の規模感
を公表（2027年度まで）

既契約業務については、その後の継続契約の予定も併せて示す

公表資料について

≪参考≫施工管理業務の中期計画の公表について



新規発注業務（プロポーザル）の流れ

 既契約業務、新規発注業務も含め、複数年度（2027年度まで）の業務
規模を公表 （平成30年2月～）

 長期的な業務計画を立て易くなることや、新規案件への競争参加に向
けた検討が可能

中長期的な業務規模の
公表

 施工管理業務は、すべての競争契約案件を公表対象
 公表頻度は、2回／年 ⇒ 4回／年 に変更 （平成28年2月～）

発注の見通し公表

 新規発注業務は原則、簡易公募型プロポーザル方式により調達
 設計図書（金抜設計書、特記仕様書など）を確認の上、業務実施体制

資料を作成
 提出された業務実施体制資料に基づき、ヒアリングを活用しながら、配

置計画を協議し、契約を締結

手続き開始の公示から
契約締結

≪参考≫施工管理業務の契約締結までの流れ



既契約業務（随意契約）の流れ

 既契約業務、新規発注業務も含め、複数年度（2027年度まで）の業務
規模を公表 （平成30年2月～）

 長期的な業務計画を立て易くなることや、新規案件への競争参加に向
けた検討が可能

中長期的な業務規模の
公表

 事前検査等を実施の上、継続契約を判定
 詳細な設計図書（金抜設計書、特記仕様書など）を確認の上、業務実

施体制資料を作成
 提出された業務実施体制資料に基づき、ヒアリングを活用しながら、配

置計画を協議し、契約を締結

継続契約（随意契約）

 継続契約は、当初契約から起算し概ね10年を限度施工管理業務完了

≪参考≫施工管理業務の契約締結までの流れ


